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以下の契約の識別要件すべてに該当するか？ 
 
（１）契約の当事者が、契約を（書面で、口頭で又は他の取引慣行に従っ
て）承認しており、それぞれの義務の履行を確約している。 
（２）企業が、移転すべき財又はサービスに関する各当事者の権利を識別
できる。 
（３）企業が、移転すべき財又はサービスに関する支払条件を識別できる。 
（４）契約に経済的実質がある（契約の結果として、企業の将来キャッ
シュ・フローのリスク、時期又は金額が変動すると見込まれる）。 
（５）企業が、顧客に移転する財又はサービスと交換に権利を得ることにな
る対価を回収する可能性が高い。対価の金額の回収可能性が高いかどう
かを評価する際に、企業は、顧客が期限到来時に当該対価の金額を支
払う能力と意図だけを考慮しなければならない。 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

顧客に約束している財又はサービスが、以下の要件の両方に該当する場合には、別個の履行義務であるとする。 
 

（１）顧客がその財又はサービスからの便益を、それ単独で得ることができる又は顧客にとって容易に利用可能な他の資源と組み合わせ

て得ることができる（すなわち、当該財又はサービスが別個のものとなり得る）。 

⇒顧客が、財又はサービスを使用する、消費する、スクラップ価値よりも高い金額で売却する、又は、経済的便益を生み出す他の方法で

保有することができる場合には、上記の要件を満たす。 

⇒「容易に利用可能な他の資源」とは、（当該企業又は別の企業が）独立に販売している財又はサービス、あるいは顧客が既に当該企業

から得ている資源又は他の取引若しくは事象から得ている資源である。 
 

（２）財又はサービスを顧客に移転するという企業の約束が、契約の中の他の約束と区分して識別可能である（言い換えると、当該財又は

サービスを移転する約束が契約の観点において別個のものである）。 

【ＳＴＥＰ２】を検討する。 

顧客との契約が契約の識別要件を満たさず、企業が顧客から対
価を受け取る場合には、企業は、以下のいずれかの事象が発生
している場合にのみ、受け取った対価を収益として認識する。 
 
■ 企業が顧客に財又はサービスを移転する義務が残っておらず、
かつ、顧客が約束した対価のすべて又はほとんどすべてを企業
が受け取っていて、当該対価は返金不要である。 
■契約が解約されており、顧客から受け取った対価が返金不要
である。 
 
【ＳＴＥＰ２】以降の検討は不要である。 
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（２）①重要な金融要
素を含んでいるか？ 

（１）変動対価 
 
契約において約束された対価に変動対価を含んでいる場合には、企業は、約束した財又はサービスの顧客への移転と交換に権利を得る
ことになる対価の金額を見積もる。見積り方法には、「期待値法」と「最頻値法」がある。 
 
見積られた変動対価の金額について、当該変動対価に関する不確実性がその後において解消される際に、認識した収益の累計額に重大
な戻入れが生じない可能性が非常に高いと判断される範囲の金額のみを取引価格に含める。 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

（２）②契約が重要な金融要素を含んでいる場合には、企業は、約束された対価の金額を貨幣の時間価値の影響について
調整する。つまり、割引計算を行う。 
 
なお、契約開始時において、企業が約束した財又はサービスを顧客に移転する時点と顧客が当該財又はサービスに対し
て支払を行う時点との間の期間が １年以内となると見込まれる場合は、重要な金融要素の影響について調整する必要は
ない。 

（２）①評価する際には、関連するすべての事実及び状況を考慮しなければならないが、これに

は以下の両者が含まれる。 

（ⅰ）約束した対価の金額と約束した財又はサービスの現金販売価格との差額（もしあれば） 

（ⅱ）次の両者の影響の組み合わせ 

（イ） 企業が約束した財又はサービスを顧客に移転する時点と、顧客が当該財又はサービスに

対して支払を行う時点との間の予想される期間の長さ 

（ロ）関連性のある市場における実勢金利 

 
なお、上記（ⅰ）及び（ⅱ）に関わらず、顧客との契約は、以下の要因のいずれかが存在する場合

には、重要な金融要素を含まないと判断される。 

■顧客が財又はサービスに対して現金を前払しており、当該財又はサービスの移転の時期が顧

客の裁量で決定される。 

■顧客が約束した対価のうち相当な金額に変動性があり、当該対価の金額又は時期が、顧客又

は企業の支配が実質的に及ばない将来の事象が発生すること又は発生しないことに基づいて変

動する（例えば、対価が売上高ベースのロイヤルティである場合）。 

■約束した対価と財又はサービスの現金販売価格との差額が、顧客又は企業のいずれかに対

する資金提供以外の理由で生じている。例えば、企業又は顧客に、相手方が契約に基づく義務

の一部又は全部を適切に完了できないことに対して保護するための支払条件が付されている場

合がある。 

（３）現金以外の対価 
 
企業が現金以外の対価を受領する場合には、当該対価を公正価値で測定する。 
 
現金以外の対価の公正価値を合理的に見積もることができない場合には、当該対価の測定を、約束した財又はサービスの独立販売価格
を参照して間接的に行う。 
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（４）顧客に支払われる対価 
 

（４）①顧客に支払われる
対価が、区別できる財又
はサービスに対する支払
いであるか？ 

（４）②顧客に支払われる対価を、取引価格の減額

（収益の減額）として会計処理する。 
 
顧客に支払われる対価を取引価格の減額として会
計処理する場合には、以下の事象のうち遅い方が

発生する時点で（又は発生するにつれて）、収益を

減額しなければならない。 
（ⅰ）企業が関連する財又はサービスの顧客への
移転についての収益を認識する。 
（ⅱ）企業が対価を支払うか又は支払を約束する
（支払が将来の事象を条件とする場合であっても）。
この約束には、企業の取引慣行により含意されて
いる場合も含まれる。 

ＮＯ 

（４）③受け取る財又は
サービスの公正価値を合
理的に見積ることができる
かどうか？ ＮＯ 

ＹＥＳ 

（４）④区別できる財又は
サービスに対して支払われ
る対価が、③で算定した受
け取る財又はサービスの公
正価値を超過するか？ 

（４）⑥顧客に支払われる対価が、企業が顧客から受
け取る別個の財又はサービスの公正価値を超えない
場合には、当該財又はサービスの購入を仕入先から
の他の購入と同じ方法で会計処理する。 

ＮＯ 

（４）⑤顧客に支払われる対価が、企業が顧客から受
け取る別個の財又はサービスの公正価値を超える場
合には、企業はその超過額を取引価格の減額として
会計処理する。残りの金額は、当該財又はサービス
の購入を仕入先からの他の購入と同じ方法で会計処
理する。 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 



フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第28回】「IFRS15（収益認識の基本）」   
（※IFRSの収益認識に関する全ての論点を取り扱っているわけではありません。） 

【
S
T
E
P
４
】
 
取
引
価
格
の
履
行
義
務
へ
の
配
分
 

【
S
T
E
P
５
】
 
履
行
義
務
の
充
足
と
収
益
認
識
 

独立販売価格は直接的
に観察可能か？ 

契約で識別されているそれぞれの履行義務に対する
取引価格の配分を独立販売価格（企業が約束した財
又はサービスを独立に顧客に販売するであろう価
格）の比率に基づいて行う。 

独立販売価格が直接的に観察可能ではない場合には、

企業は、独立販売価格を取引価格の配分の目的に合致

するように見積もらなければならない。独立販売価格を
見積もるための適切な方法には、以下の３つがある。 
 

（１）調整後市場評価アプローチ 

（２）予想コストにマージンを加算するアプローチ 
（３）残余アプローチ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

（１）履行義務を「一定
の期間」にわたり充足
するか？ 

（３）一時点で充足する履行義務については、財又はサービスに対す
る支配が顧客に移転した時点で収益を認識する。 

（２）一定の期間にわたり充足する履行義務については、その進捗に

応じて収益を認識する。 
 

進捗度の測定方法としては、「アウトプット法」と「インプット法」がある。 
上記の方法で進捗度を合理的に算定できない場合も考えられる。し
かし、進捗度を合理的に算定できない場合でも履行義務を充足する
際に発生するコストを回収すると見込んでいる場合がある。このよう
な場合、当該履行義務の結果を合理的に測定できるようになるまで、
発生したコストが回収されると見込まれる範囲でのみ収益を認識す
る。 

以下の①から③のいずれかを満たす場合、一定の期間にわたって充足される履行義務とな

る。それ以外は、一時点で充足される履行義務となる。 
 

①顧客が、企業の履行によって提供される便益を、企業が履行するにつれて同時に受け

取って消費する。 

②企業の履行が、財又はサービス（例えば、仕掛品）を創出するか又は増価させ、顧客が当

該財又はサービスの創出又は増価につれてそれを支配する。 

③企業の履行が、企業が他に転用できる財又はサービスを創出せず、かつ、企業が現在ま

でに完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有している。 

ＹＥＳ 

ＮＯ 


